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（４） 主な公共施設 

・ 向丘地区には、地域の行政サービスの拠点である向丘出張所をはじめ、文化・スポーツ施設であ

る、宮前市民館菅生分館や宮前スポーツセンター、大規模災害時における他都道府県から応援

に来る緊急消防援助隊の活動拠点、消防訓練センターがあります。 

 

・ また、子育て施設として、地域子育て支援センターやこども文化センター、障がい者や高齢者を支

援する、地域相談支援センター「れもん」や地域包括支援センター、老人いこいの家などが一定の

地域ごと、または地区に１か所あります。 

 

 

 

地域包括支援センター（３か所） 
鷲ヶ峯地域包括支援センター、レストア川崎地域包括支

援センター、フレンド神木地域包括支援センター 

文化・スポーツ施設（２か所） 宮前市民館菅生分館、宮前スポーツセンター 

障害者相談支援センター（１か所） 地域相談支援センターれもん 

こども文化センター（４か所） 
蔵敷こども文化センター、菅生こども文化センター、 

平こども文化センター、白幡台こども文化センター 

老人いこいの家（３か所） 
鷲ヶ峰老人いこいの家、平老人いこいの家、 

白幡台老人いこいの家 

子育て施設（２か所） 
地域子育て支援センターすがお、 

地域子育て支援センターたいら 

他都道府県からの緊急消防援助隊の活動拠

点及び通常時の防災教育施設（１か所） 
消防訓練センター 

消防訓練センタ－ 

みやまえガイドマップ 
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（５） 避難所・広域避難場所 

・ 避難所（指定避難所）は、家屋の倒壊や焼失など自宅で生活できなくなった方が、一定期間避難

生活を送る場所であり、市内の市立小中学校等から指定しており、向丘地区には１１か所ありま

す。（風水害などの災害時に命を守るために緊急的に避難する指定緊急避難場所でもあります。） 

 

・ 広域避難場所は、大火災など広域的な被害から避難する場所で、向丘地区周辺には、生田緑地

と緑ヶ丘霊園・県立東高根森林公園の２か所があります。 

 

・ 向丘出張所は、風水害時の緊急避難場所としての活用がされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市防災マップ宮前区版 

 

指定避難所（１１か所） 

稗原小学校、菅生中学校、菅生小学校、犬蔵中学校、犬蔵小学校、

白幡台小学校、平小学校、平中学校、向丘小学校、向丘中学校、 

⾧尾小学校 

広域避難場所（２か所） 生田緑地、緑ヶ丘霊園・県立東高根森林公園 
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・ 向丘地区は平瀬川や平瀬川支川が流れ、また、土砂災害警戒区域等も多数あるため、各種災害

に注意する必要があります。 

 

 

川崎市洪水ハザードマップ宮前区版 

 

（６） 地域活動等の状況 

・ 向丘地区では、地域資源を活かした活動や、起伏に富んだ地形により外出が困難な高齢者への

買い物支援、コミュニティカフェ等、様々な主体が地域の特色を活かし課題解決に向けた活動を

行っています。 

 

・ 平成３０（2018）年度に、宮前区役所と区民の協働により、地域の活動を見える化した「宮前区活

動相関図」を作成しました。コミュニティカフェ等、相関図に記載しきれていないものも多くあり、地域

活動が活発な地域です。 

 

・ また、令和２（2020）年７月から、区内の活動や情報等を町名ごとに検索して閲覧できる宮前区ご

近所情報サイト「みやまえご近助さん」を公開しています。サイトの運営にあたっては、活動を取材し

て記事を執筆したり、地域活動の情報を更新したりする「ご近助コンシェルジュ」という仕組みを設け

ており、向丘地区には４名（令和 3（202１）年９月現在）のコンシェルジュが活動しています。 
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地域資源の一部 

東高根森林公園、ふれいあいサロンさつか、⾧尾住宅いきいきサロン、⾧尾いきいき体操、向丘青年部、小泉農園、花の停留

所、高山市営住宅の土曜ストア、会食会、宮前ガーデニング倶楽部、生田緑地、とんもり谷戸の自然を守る会、矢澤水耕農

園、平瀬川流域まちづくり協議会、すがお・てつなぎまつり、南平町内会防災訓練、いぬくら子ども文庫、消防訓練センター、ゆ 

ずパーティー、はぐるま稗原農園収穫祭、北部市場、菅生緑地、水沢森人の会 

 

 

 

 

宮前区活動相関図 

宮前区ご近所情報サイト「みやまえご近助さん」 
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３ 人口構成、将来人口推計、人口密度                                                  
 

・ 令和３（2021）年 10 月 1 日時点で、宮前区の人口は 234,528 人（世帯数 103,608 世帯）となっ

ています。また、地区ごとでは、宮前地区は 164,845 人（世帯数 74,084 世帯）、向丘地区は

69,683 人（世帯数 29,524 世帯）の人口となっています。 

・ 宮前区は、年少人口（０～14 歳の人口）の割合が市内で最も高く、転入も多い状況となっています。 

・ また、宮前区の年齢３区分別人口の割合から、令和３年６月末日現在、向丘地区の老年人口は

宮前地区と比べ 5.3 ポイント高く、全市平均（20.0％）より.4.3 ポイント高い状況となっています。 
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＜年齢３区分別人口の割合（全市・宮前区比較）＞

年少人口 生産年齢人口 老年人口

 
 
 

  向丘・向ケ丘（むかおか、むかいがおか）の呼び名の由来   
 

明治 22（1889）年に平、⾧尾、菅生、上作延の４村と下作延村の飛び地を合併して向丘(むかお

か)村が誕生しました。呼び名の由来は諸説ありますが、村名は平安時代の 6 歌仙の 1 人、小野小町の

「武蔵野のむかひの岡の草なれば根を尋ねてもあはれとぞ思ふ」の歌にちなんで、旧⾧尾村の鈴木久弥村⾧

が命名したそうです。古くから「たまの横山」「向かいの丘」と呼ばれていた多摩丘陵の美しい風景から生まれた

地名です。 

 

やがて昭和に入り、戦争が近づくと一帯は軍用地として接収され、昭和 26（1951）年に返還される時

に、旧向丘村内の土地には「向ケ丘(むかいがおか)」という大字が付けられました。その後の区画整理など

で、宮前区には町名としての「向ケ丘」は無くなりましたが、今でも地区や施設の名称に「向丘(むかいがお

か)」や「向ケ丘(むかいがおか)」が広く使われています。なお、「向ヶ丘（むこうがおか）」の読みは、小田急線

の向ヶ丘遊園駅の開発に合わせて登場したといわれています。 

 

コラム  地区のルーツ  

「町丁別年齢人口」（住民基本台帳による、令和３年６月末現在） 
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・ 向丘地区は、平成 12（2000）年から 5 年ごと及び直近の令和３（2021）年の人口の推移から、宮

前区全体の人口と同様、増加傾向でしたが、平成 27(2015)年以降は横ばいが続いています。 

 

 

 

・ 向丘地区では、世帯数が増加している一方、町内会・自治会加入世帯率は減少傾向にあります。

向丘地区の町内会加入率を全市の町内会・自治会加入世帯率（令和３(2021)年時点で 58.4%

［市住民組織調査 集計結果より］）と比較すると、向丘地区の加入率の方が高い状況です。 
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H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

世帯数 27,649 27,846 27,967 28,214 28,172 28,418 28,729 29,007 29,430 29,457

自治会・町内会加入世帯数 19,561 19,914 19,932 19,976 19,820 19,841 19,780 19,943 19,782 19,750
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＜宮前区将来人口推計結果＞ 

・ 将来人口推計では、今後しばらく人口の増加傾向が続き、令和 17（2035）年をピークに減少過程

に移行しますが、65 歳以上人口は令和 32（2050）年には 9.1 万人まで増加すると推計されてい

ます。また、令和 12（2030）年から、高齢化率が市内７区で１番高い状況が続くことが見込まれて

います。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※将来人口推計は総合計画実施計画策定に向けて、全市・区レベルの推計を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和３（2021）年 川崎市総合計画第３期実施計画の策定に向けた将来人口推計について 

令和３（2021）年 川崎市総合計画第３期実施計画の策定に向けた将来人口推計について 
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＜人口密度＞ 

・ 人口密度を見ると、東急田園都市線沿線を中心に人口が分布していることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区別高齢化率＞ 

・ 地区別高齢化率を見ると、東急田園都市線沿線から離れた地域で高齢化率が高い傾向にありま

す。 
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第３章 向丘出張所の概要 
 

 

１ 法令等における位置付け                                          

（１） 区役所 

地方自治法第 252 条の 20 では、政令で指定する人口 50 万以上の市である政令指定都市は、

市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設けることと、区の事務

所を置くこととされています。本市では区の事務所として、7 か所の区役所を設置しており、宮前区には

宮前区役所を設置しています。 

また、本市では、平成 16（2004）年に川崎市自治基本条例を制定し、市民自治のまちづくりを進め

ています。同条例第 19 条では、本市の区域を適正な規模の区域に分けて、身近な行政サービスを

効率的、効果的かつ総合的に提供し、参加及び協働による暮らしやすい地域社会を築くため、それぞ

れの区域を単位として区を設け、区役所を置くことを定めています。 

このように、本市の区・区役所は、地域における行政サービスの総合窓口としての拠点に加え、地域

社会の課題を解決するため、市民の参加と協働の拠点としての機能も有しています。 

    なお、区役所内の組織である「地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）」は、社会福

祉法第14条に基づき設置している川崎市宮前福祉事務所としての機能と、地域保健法第12条に基

づき設置している川崎市保健所宮前支所（以下「保健所宮前支所」といいます。）の機能を有していま

す。 

 

（２） 支所、出張所 

地方自治法第 252 条の 20 では、政令指定都市においては、必要があると認めるときは区の事務

所の出張所を置くものとされています。本市では、地方自治法上の区の事務所である区役所に加え、

その出張所として、川崎区役所大師支所・田島支所※、幸区役所日吉出張所・高津区役所橘出張

所・宮前区役所向丘出張所・多摩区役所生田出張所を設置しています。これらは、主に条例で定めら

れた所管区域を対象に、区役所が取り扱う事務を部分的に所掌しています。 

 
※ 大師支所、田島支所については、名称としては「支所」を使用していますが、地方自治法上では、区の事務所の出張所として解されます。 
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２ 庁 舎                                                      

以前の向丘出張所は、昭和 22（1947）年から昭和 53 年（1978 年）まで、高津区平 712 番地（現在

の向丘小学校の信号機周辺）にありました。 

現在の庁舎は、昭和 53（1978）年に、高津区役所向丘出張所として建てられました。その後、昭和

57（1982）年の高津区からの分区により、宮前区役所向丘出張所と名称が変わりました。 

 

＜ 建物概要 ＞ 

 向丘出張所 

位 置 宮前区平１丁目１番１０号 

地域地区 準住居地域／準防火地域 

建ぺい率 60％ 

容積率 200％ 

建築年月 昭和 53（1978）年 11 月 

構 造 鉄筋コンクリート造 

階 数 地上 2 階建 

敷地面積 1,323.01 ㎡ 

延床面積 
1,042.02 ㎡  

（１階 477.8 ㎡、２階 525.4 ㎡、塔屋 22.2 ㎡、車庫 16.62 ㎡） 

駐車台数 

 

来客用 7 台 

公務用 １台 

 

●諸室概要  

１階｜窓口（証明書発行、地域振興）・執務室 76.5 ㎡、記載・待合スペース、授乳室、行政資料 

配架・閲覧スペース 184.11 ㎡、倉庫、職員用スペース 

２階｜大会議室 167.52 ㎡ 小会議室 20.16 ㎡ 

区民活動支援コーナー（集会スペースＡ22 ㎡、集会スペース B31 ㎡、作業スペース 17 ㎡） 

倉庫 
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 ＜フロア図：１階＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜フロア図：２階＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※塗りつぶし部分は、土日休日夜間も

利用可能な「区民活動支援コーナー」 

機械室・倉庫等 
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＜出張所及び周辺の主な沿革等＞  

年 月 向丘出張所関係 川崎市関係 

明治５年 
（１８７２年） 

 向丘小学校開校 

明治２２年 
（１８８９年） 

旧）平村、菅生村、⾧尾村、上作延村、下作延
村飛地が合併して向丘村が誕生 

 

明治３１年４月 
（１８９８年） 

 
現在の場所に、向丘小学校が竣工 
（当時は向丘村立高等向丘小学校） 

大正１３年７月 
（１９２４年） 

 
川崎町、御幸村、大師町の３町村が合併し、 
川崎市が誕生 

昭和１３年１０月 
（１９３８年） 

向丘村を川崎市に編入  

昭和２２年 
（１９４７年） 

高津区平に高津地区向丘支所の庁舎が竣工  

昭和２７年５月 
（１９５２年） 

 市立向丘診療所開所 

昭和４７年４月 
（１９７２年） 

高津区役所向丘出張所に名称変更 
政令指定都市へ移行（川崎区、幸区、中原区、
高津区、多摩区の５区） 

昭和５３年１１月 
（１９７８年） 

現在の場所に向丘出張所の庁舎が竣工  

昭和５７年７月 
（１９８２年） 

宮前区役所向丘出張所に名称変更 
（宮前区が高津区から分区して誕生） 

高津区から宮前区が分区、多摩区から麻生区が
分区 

昭和６３年 
（１９８８年） 

 宮前市民館菅生分館開設 

平成１３年 
（２００１年） 

 川崎縦貫鉄道計画の事業許可取得※１ 

平成１８年４月 
（２００６年） 

区民活動支援コーナーを設置  

平成２０年１０月 
（２００８年） 

住所地による窓口指定を廃止 
（向丘出張所所管区域に住所地がある市民も区
役所で戸籍や住所変更等の届出の受付を開始） 

 

平成２１年３月 
（２００９年） 

 「機能再編実施方針」の策定 

平成２４年１月 
（２０１２年） 

出張所の届出業務を区役所に集約  

平成２４年５月 
（２０１２年） 

エレベーターを設置、区民活動支援コーナー 
（集会スペースＢ） の供用開始 

 

平成３０年 
（２０１８年） 

 
川崎縦貫鉄道計画の廃止※２ 
「実施方針改定版」の策定 

平成３１年１月 
（２０１９年） 

 横浜市高速鉄道３号線延伸の事業化判断※３ 

平成３１年３月 
（２０１９年） 

 「鷺沼基本方針」の策定 

令和２年１月 
（２０２０年） 

 
横浜市高速鉄道３号線延伸の概略ルート・駅位
置の決定※４ 

 
※１ 初期整備区間（新百合ヶ丘 宮前平 元住吉）について、国土交通大臣より鉄道事業許可を取得 
※２ 市総合都市交通計画の中間見直しにおいて、廃止を決定 
※３ 横浜市により事業化が判断され、横浜市と川崎市で相互連携・協力に関する覚書を締結 
※４ 川崎市側のルートについて、ヨネッティー王禅寺付近を通るルートを選定し、横浜市と川崎市で合意 
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３ 取扱業務                                                  

（１） 主な取扱業務と利用状況 

平成 23（2011）年までは、出張所の所管区域にお住まいの方や新たに転入した方については、住所

変更の届出のみであれば出張所で手続を完結させることが可能でしたが、同時に福祉サービスを受けた

いという場合には、さらに区役所に出向いていただく必要があるなど、一部わかりにくい窓口体制となって

いました。 

そこで、平成 24（2012）年 1 月に住所変更や戸籍等の届出窓口を区役所に集約し、手続の種類によ

って区役所と出張所を使い分ける必要をなくすなど、限られた財源・資源を最大限に有効活用していく観

点から、わかりやすく効率的・機能的な区役所窓口サービス提供体制を構築するとともに、同年、会議室

や印刷・作業スペース等の区民活動支援コーナーを整備し、地域の課題を自ら解決していこうとする市

民団体の方々が活動する環境を整えました。 

 

① 現在の主な機能 

  証明書発行：住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部事項証明 等 

  地域振興：地域住民組織（向丘地区町連・向丘地区青少年指導員会等）の振興 

  市民活動支援（区民活動）：会議室、打合せスペース、印刷・作業スペース、交流スペース 

  市政情報の提供、市政案内／その他 

 

なお、出張所を含めた川崎市全体の証明書発行体制のあり方について、川崎市総合計画 第 3 期実

施計画期間中（令和４（2022）年度～令和７（2025）年度）に、証明書発行件数の変化やマイナンバー

カードの交付数を踏まえ、改めて証明書発行体制等の検討を行うこととしています。 

 

② 利用状況 

 ア 証明書発行 

 令和２（2020）年度の利用は、年間約１万８千件であり、１日平均は約 70 件となっています。 

  支所・出張所の取扱件数は長期的には減少傾向にあり、特に、届出を区役所で行うこととなった 

平成 23（2011）年度から 24（2012）年度にかけて大きく減少しました。 

 マイナンバーカードの普及等を踏まえると、今後も減少傾向が続く見通しにあります。 
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イ 会議室 
 

  2 階の会議室は、庁舎内の会議室として一般の利用はできず、市の事業やそれに密接に関連するも

のに利用することとしています。 

  現在、地域振興業務の一環として、自治会、各種協議会・団体等が、会議室を利用しています（区内

で活動している団体・グループ・個人は、区民活動支援コーナーを利用）。 

  また、年１回（２月）、みぞのくち市税事務所が市県民税の申告受付に３日間使用しています。会議室

は、最大定員 102 人（分割して使用する場合、会議室Ａ：スクール形式（定員 78 人）、会議室Ｂ：ロの

字形式（定員 24 人）となっています。 

  会議室の年間平均の利用率は、令和２（2020）年度は 31％、新型コロナウイルス感染症感染拡大以

前の令和元（2019）年度は 34％と、会議室活用の余地があります。 

  また、令和元（2019）年度は、4・7 月が期日前投票、2 月は向丘地区社会福祉協議会主催の福祉バ

ザーの準備等で利用率が高くなっています。 
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ウ 区民活動支援コーナー 

  地域における区民活動団体等の一層の活性化を図り、区民が自主的に行う非営利な社会貢献活

動を支援するため、集会スペースＡ（約 22 ㎡）・Ｂ（約 32 ㎡）や、裁断機や紙折機を備えた作業ス

ペースなどからなる区民活動支援コーナーを設置しています（利用団体等の自主運営）。 

  集会スペースＡ・Ｂとも、ここ 5 年間の年間平均の稼働率は、20％前後で推移する一方、徐々に登

録団体も増え、利用率も増加傾向にあります。また、時間ごとの 3 つの利用単位のうち、13 時～17

時は 30％を超えています。 

 
 

 

 区民活動支援コーナーについて  

  区民活動支援コーナー利用要領に基づき、利用登録申請を向丘地区区民活動支援コーナー利用者

会（向丘出張所地域振興担当）に提出し、登録審査後、受理された団体等が利用できます。 

 登録団体数 36団体（令和３(2021)年９月１日時点）、登録申請料1,000円・年会費500円 

  利用単位は、集会スペースＡ・Ｂとも９ 13時、13 17時、17 21時の３単位 

  外階段から直接出入りできるため、平日の17時15分以降や土日など出張所の閉庁時間帯の利用も 

可能です。 
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